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提出しないことの多い届出書 

相互に確認し合うための届出書 

消費税の届出書の中には、課税関係に影響のない、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだけに提出が

要求されているものがあります。 

消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義務者でなく

なった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係る課税事業者である

旨の届出書、などがそれです。 

分かりきったものの提出を求める形式論か 

これらの届出書による税務署との相互確認の内容は、消費税の申告書の提出義務者に該当することになっ

た、あるいは、消費税の申告書の提出義務者に該当しないことになった、という事実についてです。 

消費税申告書記載の課税売上高が 1000 万円以下だったら、課税事業者選択でもない限り、翌々年は免税事

業者になり、納税義務者でなくなるはずだ、そんな分かりきった届出など必要ないではないか、との意見も

出そうです。 

税務署には情報がないため 

消費税の新設法人に該当する旨の届出書については、通達で、法人設立届で所要の事項の記載があれば、そ

れだけでよし、としています。したがって、形式論で要求しているのではなく、事実の正確な把握には、税

務署の持つ情報だけでは、必ずしも確定的な結論が得られるとは限らないので、情報を有している納税者に

判断を求めている、ということ、と考えられます。 

基準期間課税売上高が 1000 万円以下でも、高額特定資産の取得をしたとか、前期間の前半で 1000 万円超

の課税売上があったとかで、免税事業者非該当となることもあり、これらは税務署にない情報です。 

免税事業者が還付申告 

消費税還付申告をした後、還付保留状態で税務調査があり、当該課税期間は課税事業者に該当しないので還

付申告ができない旨の指摘を受けたものの、還付申告は受理されたまま修正申告書の提出を慫慂され、過少

申告加算税が賦課された、という事例があります。 

税務署サイドも、納税義務があるかの如く、消費税の納税申告書を送って来ていた、のかもしれません。当

局の対応の是非はともかく、形式的な手続きながら、疎かにしていると火傷する、という事例です。 
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課税関係に影響ないけ
ど、提出していると、
間違い防止になる。 


